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生駒市人権施策審議会会議録 

 

日   時  平成２９年１月１６日（月）  午前１０時００分～午前１０時４５分 

 

場   所  市役所２０１会議室 

 

出 席 者 

委 員  石川委員、石倉委員、芝下委員、渋谷委員 

     中村委員、丹羽委員、安田委員、山﨑委員、山田委員 

 

事務局  吉岡市民部長、中田人権施策課長、岡西人権施策係長 

     

※会議公開（傍聴者 １名） 

 

配 布 資 料 会議次第 

       資料１：委員名簿 

       資料２：生駒市人権擁護に関する条例 

       資料３：生駒市人権施策審議会規則 

       資料４：生駒市人権施策に関する基本計画 

       資料５：生駒市人権施策実施プログラム(平成２８年度) 

       資料６：男女共同参画・人権についての市民アンケート調査報告書 

(平成２５年度) 

資料７：奈良県人権施策課施策に関する基本計画 

資料８：ヘイトスピーチの提言書 

資料９：「人権教育のための国連１０年」生駒市行動計画 

 

審議事項 

１ 人事案件 

会長及び副会長の選出について 

 

２ 事業案件 

（１）生駒市人権施策に関する基本計画について 

（２）生駒市人権施策プログラムについて 

 

３ その他 

 

【会議の内容】 

（事務局） 

     ＜開会、公開の了解＞＜資料確認＞＜辞令書交付＞  

 

（部長） 

＜挨拶＞ 
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（事務局） 

＜委員紹介＞<事務局職員の紹介> 

会長の選任は事務局で進行し、「生駒市人権施策審議会規則第４条第２項」により、

委員の互選により決定。 

<委員互選により丹羽委員を会長に選出> 

副会長の選任は、「生駒市人施策審議会規則第４条第４項」により、会長の指名によ

り決定。 

     <会長の指名により山﨑委員を副会長に選出> 

（会長） 

＜会長挨拶＞ 

（事務局） 

会議については、「生駒市人権施策審議会規則第５条」により丹羽会長が進行。 

（会長） それでは、次第の事業案件(1)生駒市人権施策に関する基本計画について、事務局から

説明をお願いする。 

（事務局）＜事業案件(1)生駒市人権施策に関する基本計画について説明＞ 

（各委員）＜質疑無＞ 

（会長） 次に、次第の事業案件(2)生駒市人権施策実施プログラムについて、事務局から説明を

お願いする。 

（事務局）＜事業案件(2)生駒市人権施策実施プログラムについて説明＞ 

（委員）  次回から資料を事前配布するよう事務局に依頼。 

（事務局）（了解） 

(会長)  最後に、３その他について、事務局から説明をお願いします。 

（事務局）＜３その他 資料について事務局説明＞ 

（委員） 資料６の男女共同参画・人権施策課についての女性の意見が反映されていない項目が

あるので、市の施策に反映するようにしてほしい。 

(事務局)（男女共同参画プラザで市の施策に反映している。） 

（委員） 資料８のヘイトスピーチの事例はどのようなものか。 

（事務局）以前、市民投票条例を制定することに対してある会が市に抗議に来たことがある。 

（委員） ２月に市長から「生駒市人権施策に関する基本計画」の見直しについて諮問があるの

か。 

（事務局) 基本計画の見直しについて市長からの諮問を予定している。なお､県の方も基本計画

の見直しについて検討されているので、その状況も踏まえながら、どのように進めて

いくか検討している。 

（会長）  計画の見直しについては、奈良県の改訂後にするか、生駒市単独で考えるかどちらか

になる。 

（事務局）次回の日程調整について後日連絡する。 

（委員）  了解 

（会長） 終了の挨拶 


